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(57)【要約】
【課題】　ヘッドレストを支持するブラケットの接合部
の開口による変形を防止して、強度を向上させたヘッド
レストの支持構造を提供する。
【解決手段】　ヘッドレストの支持構造１は、板材を取
り回して形成されたヘッドレストブラケット５を備えて
いる。ヘッドレストブラケット５は、接合部６側の面が
シートバックフレーム３のアッパパイプ４に溶接されて
いる。ヘッドレストブラケット５におけるシートバック
フレーム３を挟んだ反対側には、補強板７が設けられて
いる。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートバックにおけるシートバックフレームに固定され、ヘッドレストに形成されたス
テーが挿入されることにより、前記ヘッドレストを支持するヘッドレストブラケットを備
えるヘッドレストの支持構造において、
　前記ヘッドレストブラケットは、板材を取り回して、前記板材の両端部を接合して筒状
に形成されており、
　前記ヘッドレストブラケットにおける接合部を後方側に配置するとともに、前記接合部
を補強する補強構造が形成されていることを特徴とするヘッドレストの支持構造。
【請求項２】
　前記補強構造が、前記ヘッドレストブラケットの後方に設けられた補強部材によって形
成されている請求項１に記載のヘッドレストの支持構造。
【請求項３】
　前記補強構造が、前記ヘッドレストブラケットを取り回して形成する際に、その両端部
を重ね合わせて形成されている請求項１に記載のヘッドレストの支持構造。
【請求項４】
　前記補強構造が、前記シートバックフレームを前記ヘッドレストブラケットの上端部に
合わせて位置されることによって形成されている請求項１に記載のヘッドレストの支持構
造。
【請求項５】
　シートバックにおけるシートバックフレームに固定され、ヘッドレストに形成されたス
テーが挿入されることにより、前記ヘッドレストを支持するヘッドレストブラケットを備
えるヘッドレストの支持構造において、
　前記ヘッドレストブラケットは、板材を取り回して、前記板材の両端部を接合して筒状
に形成されており、
　前記ヘッドレストブラケットにおける接合部を、前記ヘッドレストブラケットの側方ま
たは前方に配置したことを特徴とするヘッドレストの支持構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘッドレストの支持構造に係り、特に、車両に設けられるシート部材に設け
られ、衝突時における損傷が防止されたヘッドレストの支持構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両、たとえば自動車のシートバックには、乗員の頭部を保護する目的などのためのヘ
ッドレストが設けられている。このようなヘッドレストの支持構造として、従来、特開２
０００－１０２４４４号公報に開示されたものがある。図６に示すように、このヘッドレ
ストの支持構造３０は、シートバック３１内のフレーム３２に固定されたブラケット３３
を有しており、このブラケット３３にヘッドレスト３４のステー３５を嵌挿することによ
って、シートバック３１でヘッドレスト３４を支持する構造となっている。また、このよ
うなブラケットは、一般的に板材を取り回し、その端部を溶接などによって接合されて形
成されており、この接合部（継ぎ目）が形成された面がシートバックのフレームにさらに
溶接などによって接合されている。
【特許文献１】特開２０００－１０２４４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、車両が衝突などして、ヘッドレストに大きな負荷が加わると、ヘッドレスト
のステーなどを介してブラケットに大きな荷重が加わることがある。このとき、上記特許
文献１に開示されたヘッドレストの支持構造では、接合部がフレームに接合されている。
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このため、接合部がフレームに押し付けられると、接合部が開口してしまい、ブラケット
で荷重を受け止めることができる荷重が小さくなってしまうという問題があった。
【０００４】
　また、ヘッドレストブラケットをフレームに溶接して接合しようとする際、ブラケット
の接合部をフレームに溶接することから、この接合部で溶接を行おうとすると、スパッタ
がブラケット内に入ってしまう。このように、スパッタがブラケット内に入るのを防ぐた
めには、ブラケットの後方でのフレームと溶接を行うことなく、ブラケットの接合部を避
けた側方のみしか溶接することができないため、十分な溶接強度を得ることができないと
いう問題もあった。
【０００５】
　そこで、本発明の課題は、ヘッドレストを支持するブラケットの接合部の開口による変
形を防止して、強度を向上させるとともに、さらに、高い強度でブラケットとフレームと
を溶接することができるヘッドレストの支持構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決した本発明は、シートバックにおけるシートバックフレームに固定され
、ヘッドレストに形成されたステーが挿入されることにより、ヘッドレストを支持するヘ
ッドレストブラケットを備えるヘッドレストの支持構造において、ヘッドレストブラケッ
トは、板材を取り回して、板材の両端部を接合して筒状に形成されており、ヘッドレスト
ブラケットにおける接合部を後方側に配置するとともに、接合部を補強する補強構造が形
成されているものである。
【０００７】
　本発明に係るヘッドレストの支持構造においては、ヘッドレストブラケットにおける接
合部を後方側に配置するとともに、ヘッドレストブラケットにおける接合部を補強する補
強構造が形成されている。このため、車両の衝突によって前方から荷重を受けた場合でも
、補強構造が形成されていることから、ヘッドレストを支持するブラケットの変形、すな
わち接合部の開口を防止することにより、強度を向上させることができる。
【０００８】
　ここで、補強構造が、ヘッドレストブラケットの後方に設けられた補強部材によって形
成されている態様とすることができる。
【０００９】
　このように、ヘッドレストブラケットの後方に設けられた補強部材、たとえばヘッドレ
ストブラケットとは別途設けられた板材をヘッドレストブラケットの後方に設けることに
より、補強構造を形成することができる。
【００１０】
　また、補強構造が、ヘッドレストブラケットを取り回して形成する際に、その両端部を
重ね合わせて形成されている態様とすることもできる。
【００１１】
　このように、ヘッドレストブラケットの両端部を重ね合わせることによって、補強構造
を形成することもできる。
【００１２】
　さらに、補強構造が、シートバックフレームをヘッドレストブラケットの上端部に合わ
せて位置されることによって形成されている。
【００１３】
　接合部が開口する際には、その上端部分から開口することが多くなる。したがって、シ
ートバックフレームをヘッドレストブラケットの上端部に合わせて位置されることによっ
て補強構造を形成することもできる。
【００１４】
　さらに、上記課題を解決した本発明は、シートバックにおけるシートバックフレームに
固定され、ヘッドレストに形成されたステーが挿入されることにより、ヘッドレストを支
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持するヘッドレストブラケットを備えるヘッドレストの支持構造において、ヘッドレスト
ブラケットは、板材を取り回して、板材の両端部を接合して筒状に形成されており、ヘッ
ドレストブラケットにおける接合部を、ヘッドレストブラケットの側方または前方に配置
したものである。
【００１５】
　本発明に係るヘッドレストの支持構造では、ヘッドレストブラケットにおける接合部が
ヘッドレストブラケットの側方または前方に配置されている。このため、ヘッドレストブ
ラケットの後方には接合部がないので、ヘッドレストブラケットの後方を溶接したとして
も、ヘッドレストブラケット内にスパッタが入らないようにすることができる。
【００１６】
　また、本発明にかかるヘッドレスト支持構造では、ヘッドレストブラケットにおける接
合部を、ヘッドレストブラケットの側方または前方に配置している。ヘッドレストに係る
荷重は、乗員の頭部から受けるものであり、その方向はヘッドレストの後方に向くもので
ある。このため、ヘッドレストブラケットにおける接合部をヘッドレストブラケットの側
方または前方に配置することにより、強度として劣る接合部を、もっとも荷重がかかる位
置から外すことができる。したがって、その分ヘッドレストブラケットの変形を防止し、
強度を向上させることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係るヘッドレストの支持構造によれば、ヘッドレストを支持するブラケットの
接合部の開口による変形を防止して、強度を向上させるとともに、高い強度でブラケット
とフレームとを溶接することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。なお、各実施形態
において、同一の機能を有する部分については同一の符号を付し、重複する説明は省略す
る。
【００１９】
　図１は本発明の第一の実施形態に係るヘッドレストの支持構造の斜視図である。
【００２０】
　図１に示すように、本実施形態に係るヘッドレストの支持構造１は、たとえば自動車な
どの車両に設けられるものであり、図示しないシートクッションおよびシートバック２を
備えるシート部材に取り付けられている。このうちのシートクッションには、シートクッ
ションフレームが設けられており、シートバック２にはシートバックフレーム３が設けら
れている。
【００２１】
　シートバックフレーム３は、門型をなしており、その上端片として配設されたアッパパ
イプ４には、ヘッドレストブラケット５が取り付けられている。ヘッドレストブラケット
５は、図２に示すように、板材を取り回して形成されており、その両端部を溶接によって
接合された断面角型の筒状をなしている。ヘッドレストブラケット５は、接合部６が後方
を向いて配置されており、その接合部６がそれぞれシートバックフレーム３に溶接Ｗされ
て接合されている。
【００２２】
　さらに、ヘッドレストブラケット５におけるシートバックフレーム３を挟んだ反対側（
後方位置）には、それぞれ本発明の補強部材である補強板７が設けられている。補強板７
は、ヘッドレストブラケット５の上端部にまで延在して配設されており、補強板７の幅は
ヘッドレストブラケット５の幅よりも幅広に設定されている。また、補強板７は、アーク
溶接によって、シートバックフレーム３の裏面側およびヘッドレストブラケット５の高さ
方向中央位置から上端部に渡って接合されている。
【００２３】
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　ヘッドレストブラケット５の内部には、サポートブラケット９が挿入され嵌め込まれて
いる。サポートブラケット９の中央部には、それぞれ嵌合孔が形成されており、この嵌合
孔にヘッドレスト９におけるステー９Ａが挿入される。このように、ヘッドレスト９にお
けるステー９Ａがサポートブラケット９を介してヘッドレストブラケット５に挿入される
ことにより、ヘッドレスト９がシートバックフレーム３に支持されている。
【００２４】
　以上の構成を有する本実施形態に係るヘッドレストの支持構造の作用について説明する
。
【００２５】
　本実施形態に係るヘッドレストの支持構造においては、ヘッドレストブラケット５の後
方にそれぞれ補強板７が設けられている。この補強板７が設けられていることにより、負
荷分布が広がるので、その分ヘッドレストブラケット５における接合部６の開口による損
傷を防止することができる。
【００２６】
　また、補強板７は、ヘッドレストブラケット５より幅広に設定されている。このため、
ヘッドレストブラケット５の後部の側方において、ヘッドレストブラケット５と補強板７
とを溶接Ｗすることができ、接合部６からのスパッタが入ることなくヘッドレストブラケ
ット５とシートバックフレーム３とを補強板７を介して接合することができる。
【００２７】
　しかも、補強板７は、ヘッドレストブラケット５の上端部にまで延在し、上端部まで溶
接Ｗされて接合されている。ヘッドレストブラケット５の接合部６が開口する際には、そ
の上端部から
開口が始まることが多いが、本実施形態では、接合部６の上端部まで溶接Ｗがなされてい
る。このため、ヘッドレストブラケット５の上端部まで強度の向上が図ることができ、ヘ
ッドレストブラケット５における接合部６が開口することによる損傷をさらに好適に防止
することができる。
【００２８】
　次に、本発明の第二の実施形態について説明する。
【００２９】
　図３は、本発明の第二の実施形態に係るヘッドレストの支持構造におけるヘッドレスト
ブラケットとシートバックフレームとの接合部を示す斜視図である。本実施形態に係るヘ
ッドレストの支持構造は、従来のヘッドレストの支持構造と比較して、ヘッドレストブラ
ケットの構造が主に異なっている。
【００３０】
　本実施形態に係るヘッドレストの支持構造１０におけるヘッドレストブラケット１１は
、図３に示すように、板材を取り回して形成された筒状をなしている。ヘッドレストブラ
ケット１１では、板材を取り回す際にその両端部が重ね合わされており、この重ね合わさ
れた部分が接合されて接合部１２とされている。ヘッドレストブラケット１１は、この接
合部１２がシートバックフレームのアッパパイプ４に溶接Ｗされて接合されている。その
他の点については、上記従来のヘッドレストの支持構造と同様の構成を有している。
【００３１】
　かかる構成を有する本実施形態に係るヘッドレストの支持構造の作用について説明する
。
【００３２】
　本実施形態に係るヘッドレストの支持構造１０においては、ヘッドレストブラケット１
１の接合部１２が、二重に重ね合わされた構造をなしており、この接合部１２がシートバ
ックフレームのアッパパイプ４に溶接Ｗされて接合されている。このように、接合部１２
が二重になっていることから、ヘッドレスト９が荷重を受けたとしても開口する危険性が
低くなり、強度向上に寄与することができる。また、接合部１２が二重になっているので
、この接合部１２の裏側から溶接した場合でもヘッドレストブラケット１１内にスパッタ
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が入らないようにすることができる。したがって、ヘッドレストブラケット１１の裏面側
でシートバックフレーム３のアッパパイプ４と溶接するによってヘッドレストブラケット
１１をシートバックフレーム３に確実に接合することができ、その分強度向上に寄与する
ことができる。
【００３３】
　次に、本発明の第三の実施形態について説明する。
【００３４】
　図４は、本発明の第三の実施形態に係るヘッドレストの支持構造におけるヘッドレスト
ブラケットとシートバックフレームとの接合部を示す斜視図である。本実施形態に係るヘ
ッドレストの支持構造は従来のヘッドレストの支持構造と比較して、シートバックフレー
ムの構造が主に異なっている。
【００３５】
　図４に示すように、本実施形態に係るヘッドレストの支持構造２０は、ヘッドレストブ
ラケット５が溶接によって接合されるシートバックフレーム２１を備えている。シートバ
ックフレーム２１のアッパパイプ２２は、中央部が上方に盛り上がった屈曲部２２Ａを備
えている。屈曲部２２Ａは、アッパパイプ２２の側方よりも高い位置に配置されており、
屈曲部２２Ａの上端部にヘッドレストブラケット５の上端部が溶接によって接合されてい
る。
【００３６】
　かかる構成を有する本実施形態に係るヘッドレストの支持構造の作用について説明する
。
【００３７】
　本実施形態に係るヘッドレストの支持構造２０においては、シートバックフレーム２１
のアッパパイプ２２の中央に位置する屈曲部２２Ａ部が側方よりも高い位置に配置されて
おり、その屈曲部２２Ａにヘッドレストブラケット５の上端部が接合されている。こうし
て、接合部６の上端を補強することにより、接合部６の上端部から始まる接合部６の開口
を好適に防止することができる。
【００３８】
　シートバックフレームのアッパパイプを単に上方に移動させることで、ヘッドレストブ
ラケット５の上端部をアッパパイプに接合する態様とすることも考えられる。これに対し
て、本実施形態に係るヘッドレストの支持構造２０では、アッパパイプ２２の中央部を屈
曲させて上方に位置させているので、シートバックの肩部の高さを上げず、シートの高さ
を変えないようしながら、ヘッドレストブラケット５の上端部をシートバックフレーム２
１のアッパパイプ２２に接合することができる。
【００３９】
　続いて、本発明の第四の実施形態について説明する。
【００４０】
　図５は、本発明の第四の実施形態に係るヘッドレストの支持構造におけるヘッドレスト
ブラケットとシートバックフレームとの接合部を示す斜視図である。本実施形態に係るヘ
ッドレストの支持構造は、上記第一の実施形態と比較して、ヘッドレストブラケットの取
付構造が主に異なっている。
【００４１】
　図５に示すように、本実施形態に係るヘッドレストの支持構造３０では、シートバック
フレーム３のアッパパイプ４にヘッドレストブラケット５の後部が溶接Ｗされて接合され
ている。ここで、ヘッドレストブラケット５は、接合部６を備えており、接合部６は、ヘ
ッドレストブラケット５の側方を向いて配置されておりシートバックフレーム３のアッパ
パイプ４と接合された面の隣に配置されている。その他の点については、上記従来のヘッ
ドレストの支持構造と同様の構成を有している。
【００４２】
　かかる構成を有する本実施形態に係るヘッドレストの支持構造の作用について説明する
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。
【００４３】
　本実施形態に係るヘッドレストの支持構造３０においては、ヘッドレストブラケット５
における接合部６が側方を向いて配置されており、ヘッドレストブラケット５は、接合部
６のない位置でシートバックフレーム３と接合されている。このため、乗員の頭部からヘ
ッドレストに荷重がかかった場合に、ヘッドレストブラケット５における接合部６は、シ
ートバックフレーム３とは接合されていないので、接合部６にかかる荷重が大きくなりす
ぎないようになる。したがって、接合部６から始まる開口によるヘッドレストブラケット
５の損傷を防止することができる。
【００４４】
　また、本実施形態に係るヘッドレストの支持構造３０では、ヘッドレストブラケット５
のうちの接合部６が形成されていない面において、シートバックフレーム３と接合されて
いる。このため、接合部６からのスパッタが入ることなくヘッドレストブラケット５とシ
ートバックフレーム３とを補強板７を介して溶接Ｗによって接合することができる。
【００４５】
　なお、本実施形態では、ヘッドレストブラケット５の接合部６を側方に配置しているが
、前方に配置しても同様の効果を得ることができる。
【００４６】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定され
るものではない。たとえば、上記各実施形態では、ヘッドレストブラケットを断面角型と
しているが、断面円形や楕円形のものとすることもできる。また、上記各実施形態を適宜
組み合わせた態様とすることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】第一の実施形態に係るヘッドレストの支持構造の斜視図である
【図２】第一の実施形態に係るヘッドレストの支持構造におけるヘッドレストブラケット
とシートバックフレームとの接合部を示す斜視図である。
【図３】本発明の第二の実施形態に係るヘッドレストの支持構造におけるヘッドレストブ
ラケットとシートバックフレームとの接合部を示す斜視図である。
【図４】本発明の第三の実施形態に係るヘッドレストの支持構造におけるヘッドレストブ
ラケットとシートバックフレームとの接合部を示す斜視図である。
【図５】本発明の第四の実施形態に係るヘッドレストの支持構造におけるヘッドレストブ
ラケットとシートバックフレームとの接合部を示す斜視図である。
【図６】従来のヘッドレストの支持構造の斜視図である。
【符号の説明】
【００４８】
　１，１０，２０，３０…ヘッドレストの支持構造、２…シートバック、３，１２，２１
…シート、バックフレーム、４，２２…アッパパイプ、５，１１…ヘッドレストブラケッ
ト、６，１２…接合部、７…補強板、８…サポートブラケット、９…ヘッドレスト、９Ａ
…ステー、２２Ａ…屈曲部。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成20年5月13日(2008.5.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートバックにおけるシートバックフレームに固定され、ヘッドレストに形成されたス
テーが挿入されることにより、前記ヘッドレストを支持するヘッドレストブラケットを備
えるヘッドレストの支持構造において、
　前記ヘッドレストブラケットは、板材を取り回して、前記板材の両端部を接合して筒状
に形成されており、
　前記ヘッドレストブラケットにおける接合部を、前記ヘッドレストブラケットの側方ま
たは前方に配置したことを特徴とするヘッドレストの支持構造。
【請求項２】
　シートバックにおけるシートバックフレームに固定され、ヘッドレストに形成されたス
テーが挿入されることにより、前記ヘッドレストを支持するヘッドレストブラケットを備
えるヘッドレストの支持構造において、
　前記ヘッドレストブラケットは、板材を取り回して、前記板材の両端部を接合して筒状
に形成されており、
　前記補強構造が、前記ヘッドレストブラケットを取り回して形成する際に、その両端部
を重ね合わせて形成されていることを特徴とするヘッドレストの支持構造。
【請求項３】
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　シートバックにおけるシートバックフレームに固定され、ヘッドレストに形成されたス
テーが挿入されることにより、前記ヘッドレストを支持するヘッドレストブラケットを備
えるヘッドレストの支持構造において、
　前記ヘッドレストブラケットは、板材を取り回して、前記板材の両端部を接合して筒状
に形成されており、
　前記ヘッドレストブラケットにおける接合部を後方側に配置するとともに、前記シート
バックフレームおよび前記ヘッドレストブラケットに渡って接合され、前記接合部を補強
する補強部材が設けられていることを特徴とするヘッドレストの支持構造。
【請求項４】
　シートバックにおけるシートバックフレームに固定され、ヘッドレストに形成されたス
テーが挿入されることにより、前記ヘッドレストを支持するヘッドレストブラケットを備
えるヘッドレストの支持構造において、
　前記ヘッドレストブラケットは、板材を取り回して、前記板材の両端部を接合して筒状
に形成されており、
　前記ヘッドレストブラケットにおける接合部を後方側に配置するとともに、前記接合部
を補強する補強部材が設けられており、
　前記補強部材は前記ヘッドレストブラケットよりも幅広であることを特徴とするヘッド
レストの支持構造。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明に係るヘッドレスト支持構造では、ヘッドレストブラケットにおける接合部を、
ヘッドレストブラケットの側方または前方に配置している。ヘッドレストに係る荷重は、
乗員の頭部から受けるものであり、その方向はヘッドレストの後方に向くものである。こ
のため、ヘッドレストブラケットにおける接合部をヘッドレストブラケットの側方または
前方に配置することにより、強度として劣る接合部を、もっとも荷重がかかる位置から外
すことができる。したがって、その分ヘッドレストブラケットの変形を防止し、強度を向
上させることができる。
　他方、上記課題を解決した本発明は、シートバックにおけるシートバックフレームに固
定され、ヘッドレストに形成されたステーが挿入されることにより、ヘッドレストを支持
するヘッドレストブラケットを備えるヘッドレストの支持構造において、記ヘッドレスト
ブラケットは、板材を取り回して、板材の両端部を接合して筒状に形成されており、補強
構造が、ヘッドレストブラケットを取り回して形成する際に、その両端部を重ね合わせて
形成されているものである。
　また、上記課題を解決した本発明は、シートバックにおけるシートバックフレームに固
定され、ヘッドレストに形成されたステーが挿入されることにより、ヘッドレストを支持
するヘッドレストブラケットを備えるヘッドレストの支持構造において、ヘッドレストブ
ラケットは、板材を取り回して、板材の両端部を接合して筒状に形成されており、ヘッド
レストブラケットにおける接合部を後方側に配置するとともに、シートバックフレームお
よびヘッドレストブラケットに渡って接合され、接合部を補強する補強部材が設けられて
いるものである。
　さらに、上記課題を解決した本発明は、シートバックにおけるシートバックフレームに
固定され、ヘッドレストに形成されたステーが挿入されることにより、ヘッドレストを支
持するヘッドレストブラケットを備えるヘッドレストの支持構造において、ヘッドレスト
ブラケットは、板材を取り回して、板材の両端部を接合して筒状に形成されており、ヘッ
ドレストブラケットにおける接合部を後方側に配置するとともに、接合部を補強する補強
部材が設けられており、補強部材はヘッドレストブラケットよりも幅広であるものである
。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　さらに、ヘッドレストブラケット５の後方位置には、それぞれ本発明の補強部材である
補強板７が設けられている。また、ヘッドレストブラケット５と補強板７とは、アッパパ
イプ４を挟んで配置されている。補強板７は、ヘッドレストブラケット５の上端部にまで
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延在して配設されており、補強板７の幅はヘッドレストブラケット５の幅よりも幅広に設
定されている。また、ヘッドレストブラケット５は、アーク溶接によって、その高さ方向
中央位置から上端部に渡って、アッパパイプ４および補強板７に接合されている。
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